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伝
教
大

師
最
澄
（
七

六
六
〜

八
二

二
）

の

比

叡
山

伽
藍

構
想
と

し

て
、

十
⊥

ハ

院
や

九

院
の

構

想
が

存
在
し

た

こ

と

が
知
ら

れ

て
い

る
。

即
ち

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
（

1）

十
亠

ハ

院
は

弘
仁
九

年
（

八
一

八
）

七

月
二

十
七

日
、

九

院
は

同

年
七

月

　
　
　
（
2）

二

十
一

日

に

公
表
さ
れ
た

と

あ
る

が
、

最
澄

最
晩
年
の

そ

の

年
月
を

以

て

し

て
、

始
め

て

構
想
さ
れ
た

も
の

で

は

な
か
ろ

う
。

　

本
稿
で

は
、

止

観
業
・

遮
那

業
の

年
分
度

者
を

賜
っ

て

天

台
宗
が

開

宗
さ
れ

た

そ

の

頃
か

ら
、

こ

の

構
想
が
徐
々

に

構
築
さ

れ

て
い

っ

た

そ

の

経

緯
と

実
状
を

検

証
し

た

い
。

そ
の

中
で

、

後
世
周
知
さ

れ
た

「

弘

仁
九

年
七

月
二

十
一

日
公

表
の

九

院

構
想
」

は
、

既
に

最
澄
が

点

置
し

た

「

そ
れ

に

先
行
す
る

長

講
道
場
と
し

て

の

九

院
（
後
世
と

同
名
）

」

を

そ

の

原
初
的
鎮

国
道

場
の

先

行
モ

デ

ル

と

し

て

構
想
さ

れ

た
こ

と

を
明

ら

か

に

し

た
い

。

ま
た

、

そ
の

典
拠

と

さ

れ
る

護
国
長
講
会

式
の

同
一

文
書
中

、

わ

ざ
わ

ざ
、

九

院
と

も
、

九

方
院
と

も

呼
び

習
わ

さ

れ

る

そ

の

両
院
の

違
い

に
つ

い

て

も
考
察
に

及
び
た

い
。

印
度
學
佛
敢
學
研
究
第
六

十
四

巻
第
一

号

　
平
成
二

十
七

年
十
二

月

一

　

弘

仁
九

年
の

十
六
院
・

九
院
の

構
想

　

後
世
知
ら

れ

る

最

澄
の

十
⊥

ハ

院

構
想
は

、

園

城
寺
に

残
さ
れ
た
「

弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3）

仁
九
年
比

叡
山
寺
僧
院
等
之

記
」

（
以

降、

「

僧

院
記
」

と

略
す
）

等
に
よ

っ

て

知
ら

れ

る
。

そ
の

十
六

院
と

は
、

根
本
一

乗
止
観
院

、

法
華
三

昧
院

、

一

行
三

昧
院、

般
舟
三

昧
院

、

覚
意
三

昧
院

、

東
塔
院

、

西
塔
院

、

宝

幢
院

、

菩
薩
戒

壇
院

、

護
国
院

、

総

持
院

、

根
本

法
華
院

、

浄
土

院
、

禅
林
院

、

脱
俗

院
、

向
真
院
の

十
六

寺
院
を

い

い
、

最
澄

構
想
の

寺
院

名
の

他
に

、

具

体
的
な
人

員
配

置
を

施
し

て

別
当

二
二

綱
が

明
記
さ

れ

て

お

り
、

最
澄
自
身
が

思
い

描
い

た

比
叡
山

の

寺
院
運

営
体
制
と

伽
藍

構
想
の

全
容
が

見
え
て

く
る

。

　
そ
の

「

僧
院
記
」

の

末
文
に

は
、

以
二

前
衆
院
井
別
当
三

綱
等
」

興
二

隆

仏
法一

擁
二

護
国
家」

利
二

楽
群
生
』

依
下

延

暦
廿
四

年
大

歳
乙

酉
九

月
十
六

日

治
部
省
（
与
一
）

最
澄
義
真
等一

公

験
P

建
二

立

衆
院訥

任
二

別

当
等一

如
レ

件
。

宜
下

同
法
禅
衆
発
二

精
進
心
訥

修
二

治
諸

院一

長
講
不
レ

絶
、

持
念
不
レ

怠、

禅

定
不
レ

息、

福
二

利
国
家一

群
生

成
仏
抄
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最
澄
の

九

方
院
と

九

院
の

構
想
（
桑
　
谷
）

　
　
弘
仁
九

年
七

月
廿
七
日

　
前
入
唐
受
法
大
乗
沙
門
最
澄

　
前
入

唐
受
法
沙
門

　
　
義
真
（

「

僧
院
記
」

三

九
ニ

ー
三

九一、一

頁
）

と

あ
り

、

十
六

院
と

は
、

止

観
・

遮
那
両

業
の

者
が

、

各
業
課
に

基
づ

い

て

護
国
三

部
経
の

長
転
長
講
（

止
観
業
）

・

護
国

真
言
の

長
念
長
誦
（

遮

那
業
）

を

実
修
し
、

積
善
招
福、

災
難
消
滅

、

利
楽
群
生

、

擁
護
国
家
を

致
す
護
国
道
場
で

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら

れ
る

。

　
一

方
、

後
世
に

知
ら
れ

る

九
院
構
想

は
、

現
存
す
る

『

九
院
事
』

（

伝

全
五
・

三

七

五
）

に

よ

る

と
、

止

観
院

、

定
心

院
、

総
持
院

、

四

王

院
、

戒
壇
院

、

八

部
院

、

山
王

院
、

西
塔
院

、

浄
土

院
の

九

院
の

寺
院
名
（
後

世
の

注
記
は

除
く

）

が

残
る

だ

け
で

、

「

僧
院
記
」

の

よ

う
な
全
体
の

趣
旨

を
示

す
記
述
は
な
い

。

よ
っ

て
、

そ
の

全
体

像
や
各
僧
院
の

性

格
を

示

す
手

掛
か

り
や

そ

れ

ぞ

れ

の

寺
院

問
の

関
連
性
も

解
ら
な
い

。

ま
た
、

九
院
と

十
六
院
に

重
複

す
る

僧
院
は
、

一

乗
止

観
院、

総

持
院、

戒
壇

院
、

西

塔
院

、

浄
土
院
の

五

院
で

、

そ

の

両

者
の

関
連
性
が

窺
わ

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が
、

両
者
の

資
料
に

そ
の

仔
細
は

な
い

。

　

し

か

し
な
が

ら
、

当
時
最
澄
の

右

腕
と
し
て

内

外
に

活
躍
し

た

光
定

（
七
七

九

〜
八
五

八）

の

『

伝
述
一

心
戒
文
』

巻
中
に
は
こ

う
あ
る

。

先
師
依
二

　
先
帝
公

験」

事
』

寄
二

是
之

旨
一

共

知
一
伝
宗
事
』

全
一

・

五
七

四
）

而
大

法
師
義

真
、

法
師
光
定
宛
二

行
戒
壇
院
別
当
知

具一
二

如
弘
仁
九

年
宛
二

九
院

別
当
等
』

（
伝

光

定
の

こ

の

記

事
は

、

延

暦
二

十

四

年
（
八

〇
五
）

桓
武
天
皇
よ

り

賜
っ

た

伝
法
の

公

験
に

基
づ

い

て

義
真、

光
定
を
戒
壇

院
の

別

当
と

知

事
に

任

命
す
る

と
い

う
も
の

で
、

先
の

十
六
院
「

僧
院

記
」

が

先
帝
公

験
に

依

拠
し

た

と

す
る

内

容
に

合
致
し

、

ま
た

十
六

院
の

具
体
例

、

菩

薩
戒
壇
院
の

別
当
・

知
事
の

人
事
と

全
く
一

致
す
る

。

　

更
に

注
目
す
べ

き

は
、

こ

う
し
た

（

十
六

院
の

別
当
・

三

綱）

人
事
は

、

詳
し

く
は

弘
仁
九

年
に
九

院

別
当
等
を

任

命
し

た

如
く
で

あ
る

、

と

い

う
記
述
で

あ
る

。

つ

ま

り、

現
存
資
料
（
『

九
院
事
』

）

で

は
、

そ
の

院

名

し
か

判
明
し
な
い

が
、

当
時
最

澄
は

九

院
点

置
の

み

な
ら

ず
、

そ
の

別

当

二
二

綱
等
の

人
員
配

置
を
も

行
っ

て

い

た
。

し

か

も
、

十

六

院
の

点

置
や

別
当
・

三

綱
等
の

任

命
は

、

そ

れ

に

先
ん

ず
る

実
地
の

九

院
を

手

本
に
プ

ラ

ン

ニ

ン

グ

さ

れ

て
い

た
の

で

あ
る

。

　

即
ち

、

最
澄
の

九
院

構
想
は

、

十
六

院
に

先
行
す
る

人

事
・

伽
藍

構

想
の

モ

デ
ル

で

あ

り
、

よ

り
原

初
的
な
護
国
道

場
と

し
て
の

基
本

構
想

で

あ
っ

た

と

知
ら
れ
る

。

二

　
九

院
の

存
在
を

明
か

す
三

部
長
講
会
式
の

式
文

　

前
段
で

は
、

平
時
に

別
当

二
二

綱
を

配
し

て

不
断
に

長

講
を
行

う
護

国
道
場
と

し

て

の

九

院
・

十
六
院
の

姿
を

確
認
し

た
。

さ

て
、

そ

の

九

院
が

護
国
道
場
と

し
て

位
置

付
け
ら

れ

る

の

は
、

所
謂
「

護
国
三

部
長

講
会
式
」

に

於
い

て

で

あ
る

。

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

4＞

　

そ

れ

に
つ

い

て

は
、

既
に

別
論
に

考

証
し

た

の

で

参
照

さ

れ

た

い
。

本
稿
で

は

後
考
の

論
述
上

、

そ
の

要
点
の

み

記
す

。
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最
澄
撰
述
と

さ

れ

る

三

会
式
に

関
す
る

著
作
は

五

点
現

存
し

、

そ

の

三

点
が

長
講

法
華
会

式
に

関

す
る

も
の

で

あ
る

。

即

ち
、

 
『

大

同
四

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5

）

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6）

年
始
修
法

華
長
講
願

文
』

、

 
『

長
講
法
華

経
先
分
発
願
文
巻
上
』

、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
（
7）

『

長
講
法
華
経
後
分
略
願
文
巻
下
』

の

三

点
で

、

 
は

 
の

発
願
文
の

中

の
一

部
を
別

立

し

た

も
の

で

あ

る
。

い

や
、

正

確
に

は
、

長
講
法

華
経

会
式
始
修
日

の

発
願
文
（

 ）

を
後
世
 
に

収
録
し
た

も
の

と

い

う
べ

き

で

あ

ろ

う
。

ま
た

、

 
と

 
の

関
係
は

、

「

法
華
長
講
会
式
」

は

本
来
二

　
　
　
　
　
（
8）

日
一

会
の

法
会
で

あ
っ

た

か

ら
、

そ
の

初
日

分
（
 ）

と

後
日

分
（

 ）

の

上

下

巻
を

構
成
す
る
一

連
の

書
と

判
断
で

き

よ

う
。

　
ま

た
、

残
り
の

二

点
は

金

光
明
会

、

仁
王

会
に

関
す
る

著
作
で

、

『

長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
（

9）

講
金
光
明
経
会
式
』

（

外
題

、

金

光
長
講
会
式
）

、

『

長
講
仁
王
般
若
経
会
式
』

　
　
　
　
　
　
　
（

10
）

（
外
題

、

仁
王

長

講
会
式）

と

あ
る

。

　
こ

の

最
澄
撰
と

さ

れ
る

三

部
長
講
会

式
は

、

偽

撰
書
と
し

て

の

批

判

　
　
　
（

11
）

が

あ
る

が
、

筆
者
は

最
澄
撰
述
の

「

三

部
長
講
会
式
」

（
奥
書

、

弘
仁
三

年

（
八
一

二
）
・

四

年
撰
）

に
、

後

世
加
筆
添
削
が

加
え
ら

れ
、

そ
の

後
に

三

部
法
会
間
の

式
文
・

次
第
や

文
言
の

調
和
統
一

が

図
ら

れ

て

今
日
に

伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

12
）

世
し
た

も
の

と

み

て

い

る
。

本
稿
で

は

詳
し

く
は

述
べ

な
い

が
、

『

叡
山

大
師
伝
』

に
、

　
同

年
（

大
同
五

年）

春
勧
二

道
心

者
」

於
二

一

乗
止

観
院
』

起
二

始
長
講
金
光
明

　
仁
王

法
華
三

部
大
乗
経

」

毎
日
長
講
一

日

不
レ

闕
。

…
…

種
々

願
文

。

別

在

　
巻
軸

』

毎
座
添
読

。

良
為
発
心
境
矣

。

（

伝
全
五

附
・

二

七

−
二

八
）

と

あ
る

よ

う
に

、

種
々

の

願

文
、

別
に

巻
軸
あ
り
と
い

い
、

毎
座
の

添

最
澄
の

九

方
院
と
九

院
の

構
想
（
桑
　
谷）

読
文
も
日
々

新
た

に

奉
読
さ

れ

た
。

つ

ま
り

、

毎
座
ご

と

に

法
会
の

発

願
文
は

変
わ

る
の

で

あ
る

。

国
の

直
面
し

た

災
害
や

国
難
に

応
じ

て

変

異
し

、

国
の

行

政
統
治

制

度
の

変

更
等
も

、

如
実
に

そ

の

中
に

反

映
さ

れ

変
更
さ

れ

た
。

よ
っ

て
、

最
澄
撰
述

の

式
文
に

、

最
澄

示
寂
後
の

出

来
事
が

加

筆
添
加
さ
れ

て

今
日

に

伝
世
す
る

可
能
性
は

、

法
会
の

性
格

上
、

大
い

に

有
り

得
る

も
の

と
い

わ

ね
ば
な
る

ま
い

。

　

さ
て

、

こ

う
し

た
三

部

長
講
会

式
の

式
文
中
に

、

不
断
長

講
の

実
修

道
場
と

し

て

九

院
は

明

記
さ

れ
る

が
、

九

院
こ

そ
が

長

講
道

場
と

い

う

　
　
　
（

13）

意
で

あ
る

。

但
し

、

後
世
に
い

う
九

院
の

よ

う
な

個
別
の

堂

舎
名
は

な

く、

あ
く
ま

で

も
総
称
と

し

て

の

九
院
で

あ
る

。

　
で

は
、

何
時
か

ら
こ

の

九

院
が

始
ま

る

の

か
。

先
の

考
察
の

如

く
、

最
澄
に

よ

る

と
九

院
こ

そ

が

長
講
道

場
な

の

で

あ
る

か

ら
、

長
講
会
が

始
ま
っ

た

時
を

点
置
の

時

と

み
る

べ

き
で

あ
ろ

う
。

即
ち

、

大
同
二

年

（
八

〇
七
）

二

月
一

日
に

始
め
て

法
華
長
講
会
式
が

厳
修
さ

れ
た

そ
の

時
、

早
速
九
院
は

点
置
さ

れ
た

と

考
え
る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

　
や

が
て

、

大
同
四

年
（
八
〇

九）

二

月
十

五

日
、

法
華
長

講
会
は

両

年

分

度
者
出
仕
必

修
と
定
め

ら

れ
、

最
終
的
に

は
、

弘
仁
九

年
（

八
一

八
）

五

月
十
三

日
『

天

台
法
華
宗

年
分
学
生

式
』

（

六

条
式）

の

止

観
業
の

業

（

14）課
に

、

三

部

長
講
が

明
記
さ

れ

た
の

で

あ
る

。

　

弘
仁
九
年
（
八
一

八
）

七

月
二

十
一

日
、

後
世
に

い

う
「

九

院
構
想
」

が

発

表
さ

れ
た

。

し
か

し
、

こ

の

発
表
時
に

於
い

て

も、

ま

た

「

山
家

学
生
式
」

止

観
業
の

日

課
に

長
講
が

課
せ

ら
れ
た

そ
の

時
も

、

「

九
院
構
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最
澄
の

九

方
院
と
九

院
の

構
想
（
桑
　
谷
）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

想
」

の

九

院
は

ま

だ

三

院
し

か

建
立

さ

れ

て

い

な

か
っ

た
。

し

か

し
、

長
講

不
絶
の

護
国
法
会
は

、

そ

の

日

も
最
澄

が

当
初
点
置
し

た

原

初
九

院
を
会
場
に

厳
修
さ

れ
て

い

た

の

で

あ

る
。

三

　

墨

勅
を

奉
じ
た

臨

時
の

護
国
長

講
会

　

前

段
で

は
、

常

恒
定
位
さ

れ

た

長
講

道
場
と

し
て

の

九

院
を
み

た
。

今
段
で

は
、

臨
時
に

点
置
さ

れ

た
九
院
の

事
例
を

紹
介
し
た

い
。

却
ち

、

光

定

撰
『

伝

述
一

心
戒

文
』

巻
上

に

は
、

弘
仁
九
（

八
一

八
）

年
四

月

二

十
六
日

か

ら
二

十
八

日

ま

で

の

三

日

間
、

最
澄
が
墨

勅
を

奉
じ

て

厳

修
し

た

祈
雨

の

三

部
長
講
会
に

関
す
る

資
料
が

あ
る

。

即
ち

、

三

会
の

発
願
文

、

敬

白
文
を

含
む

も
の

で
、

当
時
の

そ

の

有
様
を

伝
え

る

貴
重

資
料
で

あ
る

。

そ
の

「

発
願
文
」

に
は

次
の

よ

う
に

あ

る
。

弘
仁
九

年
四

月
二

十
六

日
五

更
、

奉
レ

資
一
国
主一

発
レ

願
。

 
奉
レ

資゚

＝

切
天

神
地
祗
一

起
二

恨
怨
・

神

祗
等
令
二

離
苦
得
楽」

故
定
二

九

　
院一

令
レ

長
二

講
金
光
明

』

 
抜
二

済
一

切
国

裏
百
部
鬼
神
等」

令
二

離

苦
得
楽」

故
定
二

九

院一

令
レ

長
二

講

　
仁
王

護
国
般
若
経

』

 
奉
レ

資
二

大
日

本
国
開
闢
以

来
一

切
国
主
御
霊、

延

暦
以

前
一

切
皇
霊

、

並

　
平
崩
怨
薨
王
霊、

臣
霊

、

比
丘

霊、

比
丘

尼
霊、

優
婆
塞
霊

、

優
婆
夷
霊

、

　
賢
霊、

聖
霊

及
六
道
四

生

受
苦
一

切

瀧
鬼

等
霊
」

永
出
三
二

界
一

皆

悉
成

　
仏、

故
定
二

九
院一

令
レ

長一

講
妙
法
蓮

華
経
』

勅
会

厳
修
に

当
た

り
、

最
澄
が

如

何
様
に

祈
願

し

た

か
は

興
味
深
い

問
題
で

あ
る

が
、

こ

こ

で

注
目

す
べ

き
は

、

最
澄
が

九

院
を

定
位
し

て

長
講
会
を

厳
修
し

た

事
実
で

あ
る

。

臨

時
勅
会
で

あ
る

が
、

こ

の

場
合

も
、

最
澄
は

九

院
を
長
講
道
場
と
定
め

た
こ

と
が

わ

か
る

。

　
こ

の

記
述

を
、

最
澄
は

九

院
を

点
置
し

た

だ

け
、

と

み

る

研
究
者
も

い

る

か

も
し

れ

な
い

が
、

こ

の

法
会
は

嵯
峨

天

皇
の

墨

勅
を

奉
じ

た

勅

会
で

あ
る

。

勅
命
を

受
け

て

国
家
災
難
と

し

て

の

旱
魃
の

除
災
法
会
に

臨
み

、

鎮
国
の

宗
と
し
て

本
領
発
揮
す
る

真
剣
勝
負
の

大
舞
台
で

あ
る

。

ま
だ

、

未
建
立
（

こ

の

段
階
で

は

未
発

表）

に

し

て
、

自
身
の

構
想
に
止

ま
る

九

院
を

点
置
し

、

披

露
す
る

に

止
ま

る

よ

う
な
悠

長
に

し
て

い

い

加
減
な

も
の

で

は

な
い

。

先
帝
御
願
を
奉
じ

る

天

台
の

勅
会
に

於
い

て
、

し

か

も
宗
祖
自
ら

違
勅
を

犯
す
と

は

考
え

難
い

。

し

か

も
、

こ

の

法
会

は

祈
願
成

就
の

成
果
を
上
げ
た

と
い

う
。

　

即
ち

、

こ

れ

は

臨

時
法
会
の

事
例
で

あ
る

が
、

こ

こ

に

定
位
さ

れ
た

九

院
は
、

や

は

り
長

講
実
修
道
場
で

あ
り

、

弘
仁
九

年
七

月
公

表
の

構

想
と
し

て

の

九
院
（

そ
の

時
点
で

建
立

済
み
は
三

院）

と
は

明
ら

か
に

違

う
。

し

か

も
こ

の

九
院
は
、

後
世
に

い

う
九

院
よ

り
も
三

箇
月

早
い

最
澄
自

身
の

定
位
に

基
づ

く
の

で

あ
る

。

四

　
九

院
と

九

方
院

　
こ

こ

で

は
、

最

澄
撰
と

さ

れ

る

「

三

部
長
講

会
式
」

を

中
心
に

、

講
道

場
の

名
称
に
つ

い

て

み
る

こ

と
に

す
る

。

長
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（

一
）

九

院
の

用
例

　
威

光
増

益
恒
守
二

護

　
叡
山
道
場
正
法
蔵
　
大
日

本
国
及
九

院一

　
興
二

隆

仏

　
法一

尽
二

後
際’

恒
説
二

一

乗一

利
二

群
生
一

（
伝
全
四
．

二

八
七
）

　
こ

れ

は

『

長
講

金

光
明
経
会
式
』

中
の

九

院
の

用

例
で

あ
る

が
、

こ

う
し

た

用
例

が

三

会

式
に

亘
っ

て

多
く
み

ら

れ

る
。

こ

こ

に
い

う
九

院

は
、

既

に

明

か
し

て

き
た

護
国
経

典

長
講

道

場
と
し

て

の

九

院
で

あ

り
、

個
別
の

堂

舎

名
を

挙
げ

ず
、

む
し

ろ

九
つ

の

長
講
道

場
・

護
国
の

堂
舎
と
い

う
意
味
で

あ
ろ

う
。

　

正

に

最
澄
は

、

十

方
の

天

神
地

祗
諸
霊
に

、

末
法
近
き
こ

の

時
代

、

比

叡
山

に

実
修
さ

れ

る

天

台
法
華
の

正

法
と

、

そ

れ

に

よ
っ

て

守
護
さ

れ

る

日

本
と

、

そ
の

実

践
道
場
た

る

九

院
を

守

護
せ

よ

と

祈
念
す
る

。

そ

れ

に

よ
っ

て
、

仏
法
興

隆
と
一

乗
教
化
に

よ

る

群

生

利
楽
が

成
就
さ

れ

る

と

い

う
。

や

は

り
、

こ

こ

で

も
九

院
と

は
、

比

叡
山

上

に

定
位
さ

れ

た

鎮
国
の

長
講
道
場
と

確
認
さ

れ
る
の

で

あ
る

。

（
二
）

九
方
院
の

用
例

束
土
上

野
国

教

興
及
道
応

信
濃
国
檀
主

甲
斐
美
濃
国

日

向
及
薩
摩

造
伽
藍
知
識

般
若
浄
土
院

助
二

写
一

切
経一

助一一
写
一

切
経一

助
二

写
一

切
経一

道
俗
諸
人

等

造
二

作
九

方
院一

道
忠
大
禅
師

同
法
弟
子
等

道
俗
諸
人
等

筑
前
及
肥
後

近
江
諸
施
主

同
法
四

衆
等

　
　

信
心
弟
子
等

　
　

道
俗
諸
施
主

　
　

越
前
越
後
国

　
　

豊
前
及
豊
後

　
　

長
講
諸

檀
越

（

伝
全
四
・

二

六
六
）

こ

れ

は

『

長
講
法

華
経
後

分
略
願
文
巻
下
』

の
一

文
で

あ
る

。

上

野

最
澄
の

九

方
院
と
九

院
の

構
想
（
桑
　
谷
）

国
般
若
浄
土
院
の

教
興

、

道
応

等
は

、

み

な
道
忠
禅
師
の

弟
子
達
で

大

乗
経
典
書
写
を

手
伝
い

、

上

野
国
に

経
典
安
置
の

宝

塔
を

造
っ

た
。

ま

た

道
忠
門
下

同
法
の

弟
子、

下

野
大
慈
寺
の

広
智
等
も
同
様
に

下

野

国
に

宝

塔
を
造
っ

た
。

信
濃
大
山

寺
の

正

智
禅
師
然
り

、

美
濃
の

高
野
山

寺
院

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
（

17V

主

賢
栄
は
比

叡
山

東
塔
の

浄
写
・

建
立
の

施
主
で

あ
る

。

ま
た

、

九

州
巡

化
で

は
、

筑

前
・

肥
後
・

豊

前
・

豊
後
・

日

向
・

薩
摩
に

浄
写
の

支
援
を

得
て

、

筑
前

、

豊

前
に

経
典
安
置
の

宝
塔
を
造
ら
ん
と

し
、

近
江
国
の

施

主

が

長
講
の

檀
越
と

な
っ

て

九

方
院
が

造
作
さ
れ

る
と
い

う
。

し

か

も
、

こ

こ

に

は

越
前
・

越
後
・

甲
斐
・

美
濃
国
の

浄
写
協
力
を

も
加
え
て

お

り
、

全
国
規
模
に

言
及
が

及
ん

で

い

る

こ

と
に

留
意
せ

ね
ば

な

ら

な
い

。

　

実
を

い

う
と
こ

れ
は

、

日

本
全

国
の

八

方
と

中
央
比
叡
山

を

含
む
九

方
に
、

大
乗
経
典
安
置
の

宝

塔
堂

舎
を
造

り
、

そ
の

堂
内
に

籠
山

十
二

年
を

経
た

天

台
僧
を
止

住
せ

し

め
、

護
国

経
典
長
講
と

護
国
真
言
念
誦

を

実
現
し
よ

う
と

し

た

最
澄
の

天

台
僧
（
国
師
・

国
用）

活
用
に

基
づ

く

全

国

規
模
で

の

護
国
道

場
建
立

の

理
念
が

示
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

つ

ま

り、

そ
の

道
場
こ

そ
が

最
澄
の

言
う
九
方
院
な
の

で

あ
る

。

ま

た
、

そ
れ

を
更

に

明
確
に

示
す
一

文
が

あ
る

。

総

願
天

神
衆

大
国
及
三

島

］

切
大

小
龍

唐
新
羅
渤
海

自
他
百
界
生

別
願
五

畿
内

粟
散
大
小

島

一

切
大
小

神

東
夷
及
南
蛮

増
二

足
大
威
光一

七

道
四

海
中

五

百
三

十
八

一

切
大
小
鬼

西
戎
及

北
狄

熾
然
亦

赫
奕

凡
亠

ハ

十
有
四

大
小
諸
群
家

一

切
大
小
霊

一

切
神
鬼
霊

心
通
二

於
五

智一
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最
澄
の

九

方
院
と

九

院
の

構
想
（

桑
　
谷
）

果
鑒
二

於
三

身一

一

乗
法
華

墜

開
二

悟
仏

知
見一

常
観
二

境
即
中一

→

行
一

切
行

各
各
起
二

慈
悲一

願

而
今
而
後

通
二

達
一

心
源一

了

了
見
二

仏
性一

恒

修
二

四
三

昧一

護
二

持
此

国
界一

一

切
求
法
者

開
二

解
深
法
性一

一

心
三

諦
境

長
二

講
法
華
経一

　
恒
護

庇
九
方

　
修
学
無
二

妨
難一

　
六

作
六

事
縁

　
一

心
三

観
智

（

伝
全

四
・

二

五
八
）

　
こ

れ

も
『

長

講
法
華

経
後
分
略
願

文
巻
下
』

の

文
で

あ
る

が
、

こ

の

直
前
に

は
、

五

畿
七

道
の
一

切
鬼
神
霊
等
が

転
じ

て

日

本
国
を

守
護
せ

ん

と

す
る

「

普
願
」

が

列
挙
さ

れ

て

お

り
、

右

引
用
は

そ
の

「

総
願
」

に

当
た

る

箇
所
で

あ
る

。

そ

れ

故
に

、

五

畿
七

道

四

海
中
の

六

十
四

の

大
国
を

始
め

、

日

本
全

国
五

三

八
の

群
家
下

に

統
治
さ
れ

た
】

切
の

龍

神
鬼
霊
と

、

唐
・

新
羅
・

渤
海
・

四

夷
の

異
国
神
鬼
霊

が

慈
悲

心
を
起

し

て

我
国
国
界
を

護
持
し

、

そ
の

祈

願
道
場
た

る

九

方
一

乗
法
華
院
を

守
護
す
る

こ

と

を
祈
っ

て

総
願

を
結
ん

で

い

る
。

　
こ

れ
に

よ

り
、

最
澄
の

言

う
九

方
院
と

は
、

詳
し

く
は

「

九

方
一

乗

法
華
院
」

を
い

う
こ

と

が

知
ら

れ

る
。

具
に
は

法

華
教
旨
に

基
づ

い

て

三

諦
円
融
の

理

を

談
じ

、

四

種
三

味
を

修
し

て

法
華
経
を
長

講
す
る

、

正
し

く
法
華
一

乗
の

教

行
を

修

学
実

践
す
る

護
国

道

場
を

意
味
し

て

い

る
。

し

か

も
、

日

本
全
土
の

天

神
地

祗
、

龍
神
鬼
霊
に

対
す
る

鎮
国

道

場
で

あ
る

こ

と

は

無
論

、

唐
・

新
羅
・

渤
海
を

始
め

、

四

夷
と

そ
の

異

国

神
鬼
霊

か

ら

我
が

国

界
を
守
る

護

国
鎮
国
の

道

場
で

あ
る

。

ま
た

、

同
じ

『

長

講
法
華
経
後
分
略
願
文
巻
下
』

に
は

、

　
還

護
二

日
本
国
一
　

恒
護
二

ー一
令
レ

不
レ

断
＝

長
講
一

　
恒
説
二

不

退
行一

常
修
二

四
三

昧一

（
伝
全

四
・

二

七
一
）

と

あ
り

、

「

比
叡
山
と
八

方
（

之
）

院
」

と
い

う
こ

の

文

言
は

、

正

し

く
九

方
一

乗
法
華
院
の

性
格
を
言
い

当

て

て

い

る
。

即
ち

、

九

方
院
と

は
、

法
華
一

乗
を

旨
と

し
、

四

種
三

昧
を
実
修
し

、

法
華
経
を

不
断
長
講
す
る

護
国
道
場
で

、

し

か
も
五

畿
並
び

に
七

道
〔
以
上

、

入

方∀

に

中

央
比
叡
山

を
加
え
た
九

方
に

点
置
さ

れ
た

護
国
道

場
を
意
味
し

て

い

る
の

で

あ
る

。

　
以

後
、

全

国
規
模
で

の

展
開
を

志
向
し
た

九

方
院
構
想
は

、

日

本
全

土
を

視

野
に

、

実
際
に

は

全

国

六

所
に

宝

塔
を

建
立

し
、

宝

塔
内
に

一

千
部
八

千
巻
の

法
華
経
を

安
置
し
、

そ

の

堂
内
に

不
断
長
講
せ

ん

と

　
　
　
　
　
　
　
　（
18
）

し
た

「

六

所
宝
塔
構
想
」

と

し
て

結
実

す
る

の

で

あ

る
。

小
結

　
最

澄
は

護
国
三

部
経
典
を
長
講
す
る

に

当
た

り
、

そ
の

長
講
道
場
と

し

て

九

院
（

臨

時
長
講
会
を
含
む

）

を
点
置
し
た

。

毎
日

不
断
の

護
国
長

講
道

場
で

あ
る
が

故
に

、

そ
の

九
院
が

未
建
立

と
い

う
こ

と
は

あ
り
得
な
い

。

よ
っ

て

「

護
国
長

講
会

厳
修
と

時
を

同
じ
く
し
て

最
澄
自

身
が

点
置
し

た

九

院
」

と
、

弘
仁
九

年
（

八
一

八）

七
月
二

十
一

日

に

「

建
立

済
み

三

院
と

未
建
立

六

院
の

合
計
九

院
」

の

寺
院
名
を
挙
げ
て

公
表
し
た

「

伽
藍

構
想
と

し

て
の

九

院
」

は
、

同
じ

「

九
院
構
想
」

と

は

言
い

な
が

ら

も
、

比
叡
山
史
上

に

果
た

し
た

役
割
は

明
ら

か

に

異
な
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　
即
ち

、

最
澄
が

原
初
点

置
し

た

九

院
の

構

想
こ

そ
は

、

続
く
十
六

院

の

構
想

、

引
い

て

は

そ
の

後
の

九

院
構
想

、

そ

し

て

全

国
展
開
と

し

て
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の

九

方

院
、

転
じ
て

六

所
宝

塔
構
想
の

基

本
理
念
と

な

り
、

最
澄
の

護

国

思
想
の

根
幹
を

形

成

す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　
1
　
「

弘
仁
九

年
比

叡
山

寺
僧
院

等
之

記
」

（
三
九
ニ

ー
三

九
三

頁
）

。

尚
、

上

　
　
記
資

料
に

は

欠
落
が

あ
る

た

め

「

建
立

十

六

院

別
当
三

綱
状
」

（

仏
全

　
　
四
一
・

三

〇
四
ci

三

〇
五

b）

参
照

。

　
2
　
伝
全
五
・

三
七

五
。

　
3
　

注
1
同

。

　
4
　
桑
谷
〔

二

〇
一

五
〕

。

　
5
　
伝
全
四
・

二

三

九
。

　
6
　
伝
全
四
・

二

四
一

−
二

四
八

（

内
題
表
記）

。

　
7
　
伝
全
四
・

二

四
九

ー
二

七
六

（

内
題
表
記）

。

　
8
　
「

両
日
一

巻
竟
」

（
伝
全
四
・

二

三

九
）

と
あ
る

。

　
9
　
伝
全

四
・

二

七
七

−
二

九
三

。

　

10
　
伝
全
四
・

二

九
五

−
三

＝
二

。

　

11
　
例
え
ば、

福
井
〔

一

九
九
〇
〕

。

　

12
　
桑

谷
〔
二

〇
一

五
〕

。

　

13
　
例
え
ば、

『

長
講
法
華
経

後
分
略
願
文
巻
下
』

に
は

「

十
方
無
量
仏

　
来
下

入

　
　

此
九

院
　
如
二

帝
珠一

道
場
上

　
恒
転
二

妙
法
輪一
」

〔

伝
全
四
．

二

五

九）

と
あ
る

。

　

14
　
伝
全
一
・
一

二
。

　

15
　
武
〔

二

〇

〇
八
〕

。

　

16
　
『

伝
述
一

心
戒
文
』

巻
上

、

伝
全
一

・

五
三

三

−
五
三

四
。

　

17
　
『

叡
山

大
師
伝
』

伝
全
五

附
・

＝

ニ

ー
三
二

参
照

。

　

18
　
弘
仁
九

年
（
八
一

八
）

四

月
二

十
一

日

『

六

所
造
宝

塔

願

文
』

（
伝
全

　
　

五

二
二

七

三
）

。

最
澄
は

、

安
東
は

上

野

宝
塔
院

、

安
南
は

豊

前
宝
塔
院、

　
　

安
西
は

筑
前
宝
塔
院、

安
北
は
下

野
宝

塔
院

、

安
中
は
山

城
宝
塔
院

、

安
総

　
　

は

近

江
宝
塔
院
と

構
想
し
て

い

た
こ

と

が

解
か
る

。

但
し、

最
澄
生

前
中
の

最
澄
の

九
方
院
と

九
院
の

構
想
（

桑
　
谷
）

建
立

は、

安
東
と

安
北
の

二

院
の

み
。

〈
一

次
文
献〉

「

弘
仁

九
年
比

叡
山
寺
僧
院
等
之
記
」

（

園
城
寺
編
『

園
城
寺
文
書
』

第
一

巻
、

　
智
証
大

師
文
書

、

講
談
社

、

一

九

九
八、

三

九
ニ

ー
三
九
三

頁
）

「

建
立

十
六

院
別
当
三

綱
状
」

仏
全
四
一
・

三

〇
四
cl

三
〇

五
b

最
澄
『

九

院
事
』

伝
全
五
・

三

七
五

同
『

大
同

四
年
始
修
法
華
長
講
願
文
』

伝
全
四
・

二

三
九

同

『

長
講

法
華
経
先
分
発
願
文
巻
上
』

（
内
題）

伝
全
四
・

二

四
一

−
二

四
八

同

『

長
講
法
華
経
後
分
略
願
文

巻
下』

〔
内
題）

伝
全
四
・

二

四
九

i
二

七
亠

ハ

同
「

法
華
長
講
会
式
」

（
外
題）

伝
全
四
・

二

四
一

−
二

七
六

同

『

長
講
金
光
明
経
会
式
』

伝
全
四
・

二

七
七

−
二

九
三

同
『

長
講
仁
王

般
若
経
会
式
』

伝
全
四
・

二

九
五

−
三
一

三

同
『

天
台
法
華
宗
年
分
学
生

式
』

伝
全
一
・

＝

−

＝
二

同
『

六
所
造

宝
塔
願
文
』

伝
全
五

二
二

七

三

光
定
『

伝
述
一

心
戒
文
』

伝
全
一
・

五

二

三

−
六
四

入

一

乗
忠

「

叡
山
大
師
伝
』

伝
全
五
附
・
一

−
四

八

〈

二

次
文
献
〉

桑
谷
祐

顕
「

初
期
比

叡
山
の

護
国
三

部
法
会
に
つ

い

て
」

（

『

天

台
学
報
』

第

　
五

七

号
、

二

〇
一

五
、

二

三

i
四
一

頁
）

福
井
康
順
「

長

講
法
華
経
願

文
の

研
究
」

（

福
井
康
順

『

日

本
天

台
の

諸
研
究
』

　
法
蔵
館、

一

九

九
〇

、

＝
二

一

ー
一

六

七

頁
）

武
覚
超
『

比

叡
山
諸
堂
史
の

研
究
』

（

法
蔵
館、

二

〇

〇
八

、

六

ー
九

頁）

〈

キ
ー
ワ

ー

ド
V

　
九
院

、

九

方
院

、

十
六
院

、

護
国
三

部
長

講
会、
亠

ハ

所
宝
塔

　
　
　
　
（
叡
山

学
院
教
授）
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